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 Ⅰ 文化・交流活動拠点施設に対する考え方 

 

 １ 基本理念 

生涯学習活動は、人々に楽しさや感動、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらすものである。

とりわけ人々の創造性を育む文化芸術活動を振興することにより、地域資源の掘り起こしや地

域課題を解決できる人材の育成につながり、ひいては地域の発展につながることが期待される。 

高山村においては、音楽や美術など様々なジャンルで意欲に溢れる人達がグループを作って

活動しており、村民の交流が育まれ、地域コミュニティの活性化に大きな役割を果たしている。 

第五次高山村総合計画では、基本目標のひとつとして「次代を担う人材を育成し、だれもが

ともに学ぶことのできる、高山村らしい文化の創造を進めます」と掲げている。 

この目標を達成するためには、先人が築いた歴史や伝統から学び、後世に継承していくととも

に、住民が優れた文化芸術等に親しみ、生涯学習活動に携わることができるよう、幅広い世代の住

民の交流や新たな文化の創造ができる環境の整備が求められている。 

以上を踏まえ、新たな文化・交流活動拠点施設の基本理念を以下のとおり掲げ、村民、事業

者、団体及び行政が協力し、村民一人ひとりが心豊かな充実した生活を営むとともに、持続可

能な活力ある村を実現する。 

  この基本構想は新たな文化・交流活動拠点施設を建設するにあたっての基本的な考え方を示

すものである。 

 

 

 

 

 

 

「 あらゆる世代の村民が生きがいを見つけ、 

生涯にわたって主体的に学び育つとともに、 

将来のまちづくりの担い手を育成する拠点 」 
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 ２ 基本方針 

（１）公民館との関係 

現状では、生涯学習活動を行っている村内のグループの多くが、日常的な活動や発表の機会

において公民館を利用している。公民館は昭和 54 年４月に高山村総合センターとして開館し、

開館当時においては社会教育施設としての役割を十分果たしてきたといえるが、村民の文化芸

術活動の変化により、今の舞台・音響・照明設備などでは、発表者や聴衆者のニーズにそぐわ

なくなっていることから、新たな文化・交流活動拠点施設は、公民館に不足している機能を備

えた施設を目指す。 

 

（２）施設の構成 

第五次高山村総合計画の後期基本計画において、新たな文化・交流活動拠点施設は、文化交

流ホール・ギャラリー・図書館機能等からなる複合施設とされたことから、これらの機能を備

えた「文化交流ホール」、「図書館」、「交流スペース」の３施設により構成することを基本とす

る。 
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Ⅱ 施設に対する考え方 

 

Ⅰ２ に掲げた基本方針を踏まえ、「文化交流ホール」、「図書館」、「交流スペース」全体に共

通する考え方及び各施設個別の考え方は、以下のとおりとする。 

 

 

【共通】 

（１）誰もが使いやすい施設 

 施設の設計並びに施設に導入する設備や備品については、利用者の意見を十分踏まえるなど、

村民の生涯学習活動の拠点として、誰もが生涯にわたって不自由なく快適に利用できる複合施

設を目指す。 

 

（２）歴史・伝統文化の継承 

 図書館でのアーカイブ機能等を活用した学習講座や文化交流ホールでの伝統芸能の公演等、

住民の生涯学習活動により、本村の独自性を表し、まちづくりには欠かせない要素である歴史

や伝統が継承される仕組みの構築を目指す。 

 

（３）子どもたちの育成支援 

 図書館と学校との連携により児童・生徒の学習活動の充実を図る取組や、ギャラリースペー

ス等を活用した質の高い文化芸術に親しむことができる参加・体験型イベントの開催等、将来

のまちづくりの担い手である子どもたちの育成を支援する拠点となることを目指す。 
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【文化交流ホール】 

 １ 役割 

（１）住民の文化芸術活動の拠点 

日常的な活動から活動成果の発表まで、住民の多様な生涯学習活動に対応するとともに、新

たに生涯学習活動を始めたいと考える住民に対して、そのきっかけとなる場を提供する。 

 

（２）文化芸術の創出・発信拠点 

 本村の文化芸術の創出・発信拠点として、住民が様々な文化芸術に触れることができる機会

を提供する。 

 

（３）文化芸術の発展と伝統芸能の継承への貢献 

 住民の文化芸術活動と伝統芸能の振興をハード（施設）及びソフト（企画）の両面から支え

ることにより、本村の文化芸術の更なる発展及び伝統芸能の継承に資する。 

 

 

 ２ 事業展開 

（１）文化芸術活動に関する企画・広報の充実 

 音楽・演劇などの文化芸術をはじめとする生涯学習活動に関して、多くの人が集える事業を

企画実施するとともに、住民の生涯学習活動への新たな参加を促進するため、それに関連した

活動を行っている団体と連携した広報・宣伝活動を展開する。 

 

（２）子どもたちが文化芸術に親しむ機会の提供 

 小中学校や家庭・地域と連携し、子どもたちが豊かな心や感性、創造性やコミュニケーショ

ン能力を培うことができる参加・体験型のイベントを実施するなど、様々な文化芸術に直に触

れる機会を提供する。 

 

（３）伝統芸能の継承に向けた取組 

 地域に継承されている神楽・獅子舞などの伝統芸能を若い世代へ継承していくため、関連す

る事業を実施するとともに、指導できる人材の確保・育成を目指す。 

 

（４）住民の参画による運営 

 施設の活用について、住民が事業の企画運営に参画できる仕組みの構築を目指す。 
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 ３ 施設仕様 

（１）ホールの規模・座席形態 

 子どもたちが文化芸術に親しむ機会を提供することがこの施設の役割のひとつであることか

ら、ホールの規模については、小学生（高学年）と中学生が合同で芸術鑑賞できる収容能力を

備えること、具体的にはリハーサル室や楽屋を付設した上で、概ね 400 人を収容できる程度と

することを基本とする。 また、座席形態については、バリアフリーの観点も重視し、傾斜部

に固定席を 300 席程度配し、総座席数 400 席の範囲内で、可動席か平面スペースにイス席を並

べられる形態を基本とする。 

 なお、文化交流ホールの収容能力を超える単発の大規模なイベントについては、学校の体育

館を活用することで対応する。 

 

（２）文化芸術活動拠点としての機能 

 住民の生涯学習活動の拠点として、発表の場としての機能はもちろん、日常的な活動施設と

しての利用者のニーズ（開館時間、音響、防音・録音等の設備）を的確に把握し、それに応え

ることができる機能を備える。 

 

（３）ステージおよびバックヤード（ステージ裏） 

 他の自治体の同様の施設においてはステージにどん帳がない例が増えており、建設経費を抑

えるためにどん帳は設置しない。 

また、バックヤード（ステージ裏）の空間をなるべく広く確保し、ピアノの保管庫を設ける

ほか、楽器等の搬入がスムーズにできるよう、トラックがホール裏に横付けできる設計とする。 

なお、ステージの多機能化（例：ステージの高さを変えられる）に関して、設計段階で具体

的に検討することとする。 

 

 

 

 

【図書館】 

 １ 役割 

（１）住民が必要とする図書・情報の集積拠点 

住民が必要とする図書・情報を得ることができるよう、近隣図書館との連携やインターネッ

ト環境の整備等により、村内における図書・情報の集積拠点となる。 

 

（２）課題解決支援型図書館 

 あらゆる人が気軽に訪れ、学習や仕事、子育てなど日常生活に役立つ情報を手に入れること
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ができる場となる。 

 

（３）生涯学習活動・歴史継承等への貢献 

 学びたいと願う住民に対し、生涯にわたり主体的に学び育つことができる環境を提供すると

ともに、本村の歴史・伝統の次世代への継承に貢献する。 

 

（４）学校教育の支援 

情報活用を授業に取り入れるなど、学校教育を通して子どもたちの学ぶ力が育まれるよう

様々な支援を行う。 

 

 

 ２ 事業展開 

（１）利用者のニーズに対応した運営 

 開館時間・蔵書の種類等に関する利用者のニーズを把握し、適宜対応するととともに、近隣

図書館との連携により他の図書館で借りた本を高山村の図書館でも返せるサービスを実施する

ほか、個々の利用者に応じた機能を備えるとともに、親しみやすい本を揃えるなど、利用者の

目的に応じたサービスを提供することを通して、利用者が必要とする図書・情報を可能な限り

提供するよう努める。 

 また、利用者のニーズに的確に対応するため、適切な人員配置を行うほか、スタッフ（司書）

が研修などを受講する機会を確保しスキルアップを図る。 

 

（２）子育て支援 

 育児に関する専門のスタッフを配置し、司書と連携することにより、保護者を対象とした子

育て支援の取組（子育ての悩み相談等）と、読み聞かせなど子どもを対象とした学習支援の取

組を一体的に実施する。 

 

（３）学校教育との連携 

 知識だけでなく、児童・生徒の思考力・表現力を伸ばすために必要な情報活用能力を身に付

けるとともに、豊かな心を育てる場として活用してもらえるよう、小中学校と連携した事業を

企画・運営する。 

 

（４）生涯学習講座の企画・開催 

住民とスタッフが一体となって生涯学習講座を企画運営する仕組みを構築し、講座を通じた

高齢者と子どもたちの世代を越えた交流の場を提供するとともに、住民が学びたい事項を主体

的に学ぶことができる体制を整備する。 
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（５）本村の歴史・伝統文化の継承 

 本村に関わりのある図書や文献を充実するとともに、それを題材とした学習講座を企画する

など、本村の歴史の若い世代への継承に努める。 

 また、現在村において行われている行事や活動のほか、古文書等村内の歴史資料を収集し、

それらを文字や映像で記録・保存するアーカイブ機能の充実を図り、希望者が調査研究等で活

用できるよう管理する。 

 

 

 ３ 施設仕様 

（１）誰もが利用しやすい空間 

 利用者が周囲に気兼ねなく過ごすことができるよう、それぞれの来館目的に応じた空間を設

置する。 

 さらに、書架の高さや各機能の配置などについては幼児や高齢者だけでなく障がいを持つ人

も使いやすい施設となるよう、バリアフリーに配慮した設計とする。 

 

（２）個室の整備 

 学生をはじめ、利用者が周囲に気を遣うことなく、勉強や読書等、目的に応じて利用できる

個室を整備し、利便性の観点から飲食を可能とする。詳細な構造については設計段階において

検討する。 

 

（３）子ども連れの利用者向けの機能 

 子ども連れの利用者が気兼ねなく利用できるよう、幼児・児童図書室は、一般図書の書架と

スペースを別にするとともに、子どもたちが騒いだとしても他の利用者の迷惑にならないよう、

音が漏れない構造にする。また、子どもが遊び回っても支障がないよう、充分な空間も確保す

るとともに、スタッフの事務室から目が届きやすい構造とする。 

さらに、施設の利便性を向上させるため、男性も使用できるよう個室を備えた授乳室（乳幼

児のケアができるスペース）及び子ども用のトイレを整備する。 

 

（４）閉架書庫（収蔵庫）の設置 

 開架図書を入れ替えることができるよう、閉架書庫を設置する。また、貴重な本や歴史的な

資料を保護するため、閉架書庫を収蔵庫としても活用し、通常は庫内で管理する。 

 蔵書数については、開館から数年経過した時点において開架・閉架全体で５万冊以上を目指

すが、冊数よりも蔵書に健康長寿、農産物、温泉、民話など高山村らしさを持たせることに重

点を置く。また、近隣図書館との連携により冊数が減ることも予想されるため、必要な蔵書数

について利用者のニーズを踏まえながら検討を継続する。 
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【交流スペース】 

 １ 役割 

（１） 人々のふれあいを育む空間 

 子どもから高齢者まであらゆる住民が気軽に訪れることができ、快適に過ごすことができる

空間を提供し、人々のふれあいを育む。 

 

（２）村の魅力を発信する拠点 

 交流スペースの利用者が、本村固有の豊かな自然景観、歴史伝統、産業、価値ある文化資源

など、本村の魅力に触れることができる場を提供する。 

 

（３）子どもの居場所 

 児童クラブを利用できない小学校高学年の児童や中学生が放課後を安全に過ごすことができ

る居場所を提供する。 

 

（４）公民館の補完機能 

 現在の公民館が利用者のニーズに応えられなくなっていることを踏まえ、新たな文化・交流

活動拠点施設が公民館に不足している機能を補完する役割を果たすことができるよう、文化交

流ホール並びに図書館以外に必要とされている機能を交流スペース内に整備する。 

 

 

 ２ 事業展開 

（１）住民の生涯学習活動の発表の場 

 ギャラリースペースにおいて、住民の創作物を展示し、生涯学習活動の成果を発表する場と

して活用する。 

 

（２）カフェスペース 

 時間をゆったりと過ごすことができるよう、飲み物を提供するカフェスペースを設けるほか、 

図書館内の飲食スペースに対しても商品が提供できるよう連携を図る。 

 

（３）村の魅力の発信 

 ギャラリースペースにおいて、村に関する企画展示を実施し、利用者が村の魅力に触れるこ

とができる場とする。 

 また、施設内においてイベント等を開催する際、特に村外から訪れた人に対して、カフェス

ペースを活用した高山村ならではの特産品（果物を使ったスイーツ、郷土料理、ワイン等）を

飲食できる企画を実施するなど、村の魅力発信の取組に活用する。 
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 ３ 施設仕様 

（１）エントランスについて 

 エントランス・中央通路は、利用者それぞれが思い思いに過ごせる場所を複数作ることがで

きるよう、十分な耐震性を確保しながらも、できるだけ空間を広くする。また自然（光）を取

り入れる部分と光を遮断する部分とのメリハリをつける。 

 なお、子どもの居場所としての安全性を確保する観点からも、死角の尐ない構造とするとと

もに、スタッフの事務室から交流スペースを見渡すことができる設計とする。 

 

（２）ギャラリースペースについて 

 エントランス・中央通路の周辺に窓がない場所もしくは北側の窓に面した場所の一画に可動

式の壁で区切れるギャラリースペースを設ける。ギャラリーのライト（可動式）は使い勝手の

良い最新のものを導入し、作品にちょうど良い位置から照明が当たるように設計する。 

なお、良い展示ができるよう、スペースの広さよりも構造の質の高さを優先する。 

 

（３）カフェスペース 

尐なくとも、北アルプスなどの眺望が楽しめるカウンターを備えたスペースを確保し、自動

販売機による飲料の提供（セルフサービス）ができる設備を整備する。 

また、村の魅力発信の取組として、食文化に関する企画を効率よく実施できるよう、調理が

できる小規模な厨房の付設を検討する。 

 

（４）会議室 

 現在の公民館の各部屋は、30 人前後が集まる中規模な集会やダンスなどの運動に対応できて

いない現状を踏まえ、会議や研修の開催のほか、日常的な活動場所として多目的に活用できる

空間を整備し、住民間の交流活動を継続的に行うことができる環境を整える。 

 また、用途が限られる和室（畳の部屋）は整備せず、通常の部屋に畳を敷いて和室として利

用できるよう、備品を揃えることで対応する。また、机や椅子等の備品は、女性や高齢者でも

扱いやすい（重さ等）物を選定する。 

 なお、整備する部屋の数や各部屋の広さについては、建設地の広さや建物全体の規模との兼

ね合いを踏まえながら、設計段階において検討することとする。 
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Ⅲ 立地に対する考え方 

 

これまでの内容を踏まえ、基本理念の実現並びに各施設の効果的な運用のために、新たな文

化・交流活動拠点施設の立地に関して求められる要件を以下のとおりとし、可能な限りこれら

の要件の多くを満たす建設地の選定を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 放課後の子どもの居場所となるため、 

小中学校からのアクセスが良く、人目が多い場所 」 

「 移動手段を持たない人が利用できるよう、 

公共交通機関へのアクセスが良い場所 」 

「 バリアフリーの観点から極力段差がない構造とするため、 

土地の傾斜が緩やかな場所 」 

「 文化芸術をはじめとする生涯学習活動の拠点として、 

村内のどの地域からでも利用しやすい場所 」 

「 須坂・小布施両方面からのアクセスが良く、 

村外から訪れる人が施設を認識しやすい場所 」 

「     災害時に避難場所として安全に活用できる場所      」 

「     他の公共施設等と連携した利活用が可能な場所      」 

「 多くの住民が移動手段として車を使用している現状を踏まえ、 

駐車場用地を十分確保できる場所 」 



- 12 - 

Ⅳ 施設の効果的な運営に向けて 

 

 新たな文化・交流活動拠点施設が将来にわたり村の発展に寄与することができるよう、整備

後の運営方法並びに活用指針等に関する以下の事項について、施設の建設と並行して引き続き

検討する。 

 

 

（１）文化交流ホールの運営方法 

 文化交流ホールを最大限に活用するためには、村はホールの施設管理のみを担い、運営につ

いては専門的な人材を配置し、外部資金を活用して企画（アートマネジメント）を行うという

方法がある。外部資金を獲得するためには、そのような運営に関する専門的知見を有する者が

事業計画を立案することが不可欠であることから、運営費を一定程度増額し、そのような外部

人材を配置することが必要となる。 

 他方で、管理運営費用を最小限に抑えるために、施設の管理、運営のいずれも村が行うとい

う方法もあるが、この場合は職員が十分に配置されず、企画面等においてホールに求められる

役割を果たしていくことが困難となる恐れがある。 

 両者のメリット・デメリットを見極めつつ、いずれの方法によるか検討を継続する。 

 

 （２）村が果たすべき役割について 

 村の職員は数年間隔で異動するが、新たな文化・交流活動拠点施設の管理運営に関するノウ

ハウの蓄積及び後任者への継承が確実に行われる体制構築を図る。 

また、村の文化の継続的な発展のために、長期的な文化・交流活動拠点施設に係る活用指針

の策定並びに高山村文化振興条例（計画）の制定を検討する。 

 

 

 


